


－ ⅰ －

六
朝
志
怪
小
説
か
ら
見
た
中
国
中
世

︱
『
太
平
広
記
』
「
神
」
部
よ
り
︱

研
究
会
「
中
国
中
世
の
研
究
︱
『
太
平
広
記
』
を
題
材
に
︱
」

は
じ
め
に

一

中
国
「
中
世
」
と
六
朝
志
怪
小
説

都
築
晶
子

本
篇
は
、
中
国
の
六
朝
志
怪
小
説
を
収
め
た
『
太
平
広
記
』
「
神
」
部
か
ら
一
六
話
を
取
り

上
げ
、
そ
の
読
解
を
通
し
て
中
国
中
世
と
い
う
時
代
に
ひ
そ
む
当
時
の
人
び
と
の
心
象
風
景
を

探
っ
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
な
お
、
「
六
朝
志
怪
小
説
」
、
『
太
平
広
記
』
の
詳
細
、
本

篇
全
体
の
構
成
は
、
次
の
「
二

中
国
文
言
小
説
と
『
太
平
広
記
』
」(

以
下
、
「
二
」
と
略
記)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
１
）
六
朝
志
怪
小
説
の
時
代

そ
れ
で
は
一
体
、
六
朝
志
怪
小
説
の
背
景
と
な
っ
た
時
代
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。

後
漢
末
以
降
、
中
国
で
は
戦
乱
と
分
裂
の
時
代
が
続
い
た
。
前
漢
・
後
漢
の
ほ
ぼ
四
〇
〇
年

間
は
比
較
的
安
定
し
て
い
た
が
、
後
漢
後
半
の
二
世
紀
に
入
る
と
自
然
災
害
・
飢
饉
・
疫
病
の

連
鎖
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
当
時
の
社
会
の
基
層
で
あ
り
人
び
と
の
日
常
空
間
で
あ
っ
た
「
郷
里
」

か
ら
は
多
数
の
流
民
が
流
出
し
、
後
漢
は
混
乱
に
陥
っ
た
。
後
漢
末
に
「
黄
巾
の
乱
」
と
呼
ば

れ
る
大
規
模
な
宗
教
叛
乱
が
勃
発
、
後
漢
は
崩
壊
す
る
。
そ
れ
以
降
、
中
国
は
魏
・
蜀
・
呉
の

三
カ
国
に
分
裂
、
三
世
紀
後
半
、
西
晋
が
か
ろ
う
じ
て
再
統
一
を
は
た
し
た
。
し
か
し
、
四
世

紀
初
め
に
北
方
諸
民
族
の
自
立
を
め
ざ
す
「
五
胡
十
六
国
の
乱
」
が
起
こ
り
、
華
北
に
は
北
方

諸
民
族
に
よ
る
国
家
が
乱
立
す
る
。
華
北
の
い
わ
ゆ
る
漢
民
族
の
多
く
は
、
難
民
と
な
っ
て
大

挙
し
て
長
江
流
域
を
め
ざ
し
て
南
下
し
た
。
西
晋
の
旧
支
配
者
層
も
南
下
し
、
長
江
中
流
域
の

呉
の
旧
都
・
建
業(

現
在
の
南
京)

に
新
た
に
東
晋
を
建
立
す
る
。
東
晋
は
安
定
し
た
政
権
を
樹

立
で
き
ず
、
ほ
ぼ
一
世
紀
後
に
は
宋
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
、
そ
の
後
は
引
き
続
き
南
斉
、
梁
、

陳
と
次
々
に
短
命
な
王
朝
が
交
代
し
て
い
く
。
こ
の
建
業
、
東
晋
以
降
は
建
康
に
首
都
を
置
い

た
呉
お
よ
び
東
晋
以
下
の
五
つ
の
王
朝
を
併
せ
て
「
六
朝
」
と
呼
び
、
呉
か
ら
陳
ま
で
を
六
朝

時
代
と
も
い
う
。

東
晋
で
は
華
北
か
ら
流
入
し
た
「
貴
族
」
と
呼
ぶ
有
力
な
家
柄
の
出
身
者
が
重
要
な
官
職
を

独
占
し
、
「
寒
門
」
「
寒
人
」
と
称
さ
れ
た
低
い
家
柄
の
出
身
者
は
決
し
て
高
官
に
は
就
け
ず
、
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中
下
層
の
官
職
に
甘
ん
じ
た
。
南
朝
に
入
る
と
貴
族
は
実
権
を
失
っ
て
い
く
が
、
貴
族
と
寒
門

・
寒
人
の
隔
絶
は
続
い
て
い
く
。
本
篇
に
収
め
た
『
太
平
広
記
』
「
神
」
部
の
各
話
は
、
三
、

四
例
を
除
い
て
す
べ
て
こ
の
時
代
の
長
江
流
域
の
寒
門
・
寒
人
に
よ
っ
て
書
き
記
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

こ
こ
で
、
本
篇
に
お
い
て
こ
の
時
代
を
中
国
「
中
世
」
と
表
現
す
る
の
は
何
故
か
と
い
う
事

由
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。
従
来
、
漢
代
以
前
を
「
古
代
」
、
魏
晋
南
北
朝
か
ら
隋
唐
ま
で
を

「
中
世
」
と
す
る
説
と
、
隋
唐
ま
で
を
「
古
代
」
と
す
る
説
の
二
つ
の
時
代
区
分
が
学
界
を
二

分
し
て
き
た
。
あ
る
意
味
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
を
モ
デ
ル
と
し
た
こ
の
時
代
区
分
は
近
年
で
は

ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
な
く
な
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
研
究
で
も
中
世
の
見
直
し
が
進
め
ら
れ
、「
中

世
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
揺
ら
ぎ
は
じ
め
て
い
る
。

し
か
し
、
少
な
く
と
も
中
国
宗
教
史
の
流
れ
か
ら
み
る
と
、
後
漢
末
に
黄
巾
の
乱
を
起
こ
し

た
「
太
平
道
」
、
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
四
川
に
広
が
っ
た
「
五
斗
米
道
」
と
い
う
道
教
の
登
場
は
、

時
代
を
画
期
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
太
平
道
・
五
斗
米
道
は
病
気
の
原
因
が
個
人
の
罪
に
あ
る

と
し
、
罪
の
懺
悔
に
よ
っ
て
治
癒
す
る
と
し
た
。
つ
ま
り
、
道
教
は
個
人
の
罪
の
意
識
を
覚
醒

さ
せ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
、
道
教
の
「
個
人
」
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
支
配

下
の
「
個
人
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
詳
し
く
は
立
ち
入
る
余
地
は
な
い
が
、
道
教

で
は
個
人
の
罪
に
対
す
る
罰
は
本
人
だ
け
で
な
く
そ
の
家
族
や
親
族
、
さ
ら
に
直
系
の
子
孫
に

ま
で
及
ぶ
と
説
い
た
。
そ
の
本
人
に
も
ま
た
、
祖
先
の
罪
に
対
す
る
罰
が
及
ぶ
の
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
は
、
「
個
人
」
は
あ
く
ま
で
も
こ
の
「
家
」
に
包
摂
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
「
個
人
」
の
意
識
の
誕
生
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
地
域
社
会
の
枠
組
を
超
え
て
全

土
に
広
が
っ
た
道
教
の
成
立
は
、
後
漢
後
半
の
郷
里
社
会
の
崩
壊
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
ろ

う
。
太
平
道
に
集
結
し
た
の
は
、
流
民
が
多
か
っ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
後
漢
末
の
太
平
道
・
五
斗
米
道
の
登
場
は
中
国
宗
教
史
の
流
れ
に
大
き
な
転

換
を
も
た
ら
し
た
。
イ
ン
ド
で
誕
生
し
た
仏
教
が
中
国
文
化
と
混
淆
し
な
が
ら
も
五
胡
十
六
国
、

東
晋
の
頃
か
ら
急
速
に
社
会
に
浸
透
し
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
人
び
と
の
意
識
の
変
化
が
背
景

に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
ま
た
、
「
二
」
に
述
べ
る
よ
う
に
六
朝
志
怪
小
説

の
登
場
が
中
国
文
学
史
を
画
期
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
も
呼
応
す
る
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
中
国
宗
教
史
の
画
期
を
中
国
の
古
代
か
ら
中
世
へ
の
転
換
と
み
な

し
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
つ
ま
り
六
朝
時
代
を
「
中
世
」
と
位
置
づ
け
る
に
は
な
お
逡
巡
が
あ
る
。

道
教
の
「
個
人
」
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
個
人
と
は
異
な
る
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
で
は

キ
リ
ス
ト
教
が
政
治
の
次
元
ま
で
掌
握
し
た
の
に
対
し
、
中
国
で
は
皇
帝
が
道
教
や
仏
教
に
傾

倒
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
王
朝
の
体
制
は
清
末
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
儒
教
を
基
盤
と
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
後
漢
末
の
道
教
と
い
う
新
た
な
宗
教
の
登
場
を
キ
リ
ス
ト
教
の
拡
大
が
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
中
世
を
生
み
だ
し
た
こ
と
に
比
し
て
、
後
漢
末
以
降
の
魏
晋
南
北
朝
時
代
つ
ま
り
六
朝
時

代
を
と
り
あ
え
ず
中
国
「
中
世
」
と
位
置
づ
け
て
お
き
た
い
。
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（
２
）
歴
史
と
し
て
の
六
朝
志
怪
小
説

「
二
」
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
六
朝
志
怪
小
説
の
各
話
は
、
現
代
の
私
た
ち
に
と
っ
て
い
か

に
荒
唐
無
稽
に
み
え
よ
う
と
も
、
実
際
に
人
び
と
が
体
験
し
た
事
実
で
あ
る
こ
と
が
前
提
に
な

っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
小
説
」
は
王
朝
の
公
式
の
記
録
で
あ
る
正
史
に
は
採
用
さ
れ
な
い
、

い
わ
ば
野
史
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
六
朝
時
代
の
正
史
の
列
伝
に
は
怪
異
譚
が
そ
の
人
物
の

逸
話
と
し
て
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
志
怪
小
説
を
代
表
す
る
『
捜
神
記
』
と
い
う
書
物
が

あ
る
。
著
者
の
干
宝
は
祖
父
の
代
に
華
北
か
ら
長
江
流
域
に
移
住
し
、
呉
郡(

現
在
の
蘇
州
近

辺
）
に
居
住
し
て
い
た
。
祖
父
、
父
と
二
代
に
わ
た
っ
て
呉
に
出
仕
し
、
三
代
目
の
干
宝
と
も

な
れ
ば
も
は
や
呉
に
土
着
化
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
干
宝
は
西
晋
末
に
史
官
に
就
任
、
次
い

で
東
晋
に
同
じ
く
史
官
と
し
て
出
仕
し
、
西
晋
の
歴
史
を
記
録
し
た
『
晋
紀
』
を
編
纂
し
て
い

る
。
干
宝
は
幼
少
の
と
き
不
可
解
な
体
験
を
し
た
と
い
う
。
正
史
で
あ
る
『
晋
書
』
に
記
載
す

る
干
宝
の
伝
記
に
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
記
す
。

干
宝
の
父
に
は
寵
愛
し
て
い
た
婢
が
い
た
。
父
が
死
去
す
る
と
、
嫉
妬
し
て
い
た
母
は
こ

の
愛
妾
を
父
の
墓
に
推
し
込
め
た(

お
そ
ら
く
石
造
り
の
墓
で
、
内
部
に
棺
を
置
く
石
室
が
設

け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
）
。
十
数
年
後
、
母
が
亡
く
な
り
、
墓
の
扉
を
開
け
る
と
愛
妾

が
亡
父
の
棺
に
伏
し
て
お
り
、
ま
る
で
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
そ
こ
で
墓
か
ら
担

ぎ
だ
し
た
が
、
そ
の
日
の
う
ち
に
息
を
吹
き
返
し
、
亡
父
が
い
つ
も
飲
食
を
用
意
し
て
く
れ
、

生
前
と
同
じ
よ
う
に
恩
情
を
か
け
て
く
れ
た
と
語
っ
た
。
そ
の
後
、
嫁
い
で
子
供
も
生
ま
れ

た(

略
）
。
干
宝
は
そ
こ
で
古
今
の
神
祇
・
霊
異
・
人
物
の
変
化
を
集
め
て
『
捜
神
記
』
と

名
付
け
た(

『
晋
書
』
巻
八
二

干
宝
伝)

。

こ
の
記
事
は
現
行
の
『
捜
神
記
』
に
は
み
あ
た
ら
な
い
が
、
遅
く
と
も
東
晋
末
に
は
類
似
し

た
干
宝
の
逸
話
が
伝
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『
晋
書
』
を
は
じ
め
南
朝
の
正
史
は
唐
初
に

編
纂
さ
れ
る
が
、
干
宝
の
よ
う
な
官
僚
を
め
ぐ
る
怪
異
を
史
実
と
し
て
記
録
し
て
い
る
例
は
少

な
く
な
い(

「
温
嶠
」
参
照)

。

志
怪
小
説
に
は
、
正
史
に
伝
記
が
記
載
さ
れ
る
よ
う
な
官
僚
層
だ
け
で
は
な
く
、
農
民
、
商

人
、
兵
士
な
ど
の
市
井
の
庶
民
の
名
前
や
出
身
地
、
一
人
一
人
に
降
り
か
か
っ
た
怪
異
と
年
代

が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
一
人
が
体
験
し
た
怪
異
は
周
辺
の
人
び
と
に
共
有
さ
れ
、
伝
聞
の
過
程

で
語
る
人
の
創
意
工
夫
な
ど
が
加
わ
り
、
や
が
て
は
そ
の
地
方
に
赴
任
し
て
い
た
寒
門
の
地
方

官
の
耳
に
届
く
。
地
方
官
は
そ
の
怪
異
を
地
方
の
官
庁
あ
る
い
は
中
央
の
朝
廷
に
持
ち
帰
り
、

寒
門
官
僚
が
集
う
談
論
の
場
で
語
り
伝
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
談
話
の
場
で
は
、

赴
任
地
で
聞
い
た
怪
異
だ
け
で
な
く
、
自
ら
の
体
験
や
祖
先
に
起
こ
っ
た
怪
異
な
ど
も
話
題
に

な
っ
た
と
い
う(

＊)

。
こ
う
し
た
怪
異
譚
が
書
き
記
さ
れ
、
志
怪
小
説
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た

の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
別
の
書
き
手
が
現
れ
、
新
し
い
情
報
や
価
値
観

を
加
え
て
当
初
の
志
怪
小
説
と
は
少
し
違
っ
た
形
の
も
の
が
書
き
継
が
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ

る(

「
白
道
猷
」
「
陽
雍
」
参
照)

。
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（
３
）
六
朝
志
怪
小
説
の
鬼
神
と
異
界

最
後
に
、
本
篇
の
各
話
に
共
通
す
る
鬼
神
と
そ
の
境
域
で
あ
る
異
界
（
幽
界
、
鬼
界
）
に
つ

い
て
、
そ
の
お
よ
そ
の
見
取
り
図
を
示
し
て
お
き
た
い
。

そ
も
そ
も
「
鬼
」
と
「
神
」
の
区
分
は
明
確
で
は
な
い
。
鬼
は
も
っ
と
も
身
近
な
存
在
だ
っ

た
死
者
の
亡
霊
を
指
す
こ
と
が
多
い
が
、
動
物
や
植
物
の
精
怪
、
山
川
の
主
も
ま
た
鬼
と
呼
ば

れ
た
。
非
業
の
死
を
遂
げ
た
厲
鬼(

猛
威
を
振
る
う
亡
霊)

や
山
川
の
鬼
も
祠
廟
に
祀
ら
れ
て
多

く
は
神
に
変
化
す
る
。
一
方
、
こ
う
し
た
祠
廟
神
も
そ
れ
に
対
峙
す
る
人
物
の
価
値
観
に
よ
っ

て
は
鬼
と
み
な
さ
れ
た(
「
顧
邵
」
参
照)

。
こ
こ
で
は
鬼
神
と
表
現
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

①
人
界
と
異
界
の
境
界

儒
教
の
古
典
で
は
、
人
・
鬼(
生
者
と
死
者)

の
間
に
明
確
な
境
界
を
設
け
る
よ
う
繰
り
返
し

説
く
。
後
漢
末
の
『
論
衡
』
死
偽
篇
に
も
儒
教
の
古
典
を
踏
ま
え
て
「
生
死
異
路
、
人
鬼
殊
処
」(

生

と
死
と
で
は
道
が
異
な
り
、
人
と
鬼
は
居
処
を
別
に
す
る)

と
い
う
。
た
だ
し
、
同
じ
く
儒
教
の

古
典
『
春
秋
左
氏
伝
』
に
は
、
厲
鬼
が
現
れ
て
人
び
と
を
脅
か
し
た
事
件
を
記
す
。

し
か
し
、
六
朝
志
怪
小
説
で
は
、
死
者
の
鬼
は
も
と
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
鬼
神
の
棲
む
異
界

と
人
の
住
む
人
界
の
境
界
は
き
わ
め
て
曖
昧
で
あ
り
、
鬼
神
と
人
と
が
入
り
雑
じ
っ
て
い
る
。

鬼
神
は
し
ば
し
ば
人
界
に
姿
を
現
し
、
逆
に
人
も
ま
た
異
界
に
迷
い
込
ん
だ
。
そ
の
体
験
は
周

囲
の
人
び
と
に
伝
え
ら
れ
、
鬼
神
と
異
界
へ
の
ま
な
ざ
し
も
共
有
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

②
鬼
神
の
変
貌

死
者
の
鬼
は
当
然
な
が
ら
人
の
姿
を
し
て
い
た
。
亡
霊
の
中
で
も
も
っ
と
も
畏
怖
さ
れ
た
「
厲

鬼
」
も
ま
た
、
先
述
し
た
『
春
秋
左
氏
伝
』
が
描
く
よ
う
に
生
前
を
彷
彿
さ
せ
る
姿
で
現
れ
る
。

こ
の
厲
鬼
の
姿
形
は
連
綿
と
し
て
六
朝
時
代
に
も
継
承
さ
れ
て
い
く
が
、
そ
の
位
置
づ
け
に
は

変
化
が
み
ら
れ
る
。

戦
国
時
代
の
『
墨
子
』
明
鬼
篇
に
、
西
周
末
に
宣
王
に
無
辜
の
罪
で
殺
害
さ
れ
た
杜
伯
が
「
白

馬
素
車
」
と
い
う
死
者
を
象
徴
す
る
姿
で
現
れ
、
宣
王
を
射
殺
し
た
と
い
う(

「
伍
子
胥
」
参

照)

。
宣
王
と
杜
伯
と
は
生
前
は
君
臣
関
係
に
あ
り
、
厲
鬼
の
出
現
は
君
臣
関
係
の
乱
れ
、
ひ

い
て
は
国
の
滅
亡
を
予
言
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

六
朝
志
怪
小
説
に
も
非
業
の
死
を
遂
げ
た
男
女
の
怪
異
を
記
す
。
た
だ
、
六
朝
時
代
の
年
中

行
事
や
習
俗
が
遠
い
昔
に
非
業
の
死
を
遂
げ
た
鬼
神
に
由
来
す
る
こ
と
を
説
く
話
も
少
な
く
な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時
代
に
も
厲
鬼
は
現
れ
た
。
た
と
え
ば
『
捜
神
記
』
は
、
後
漢
末
に
戦

死
し
た
武
将
・
蒋
子
文
の
厲
鬼
が
白
い
馬
に
乗
り
、
白
い
羽
の
矢
尻
の
弓
矢
を
も
っ
て
呉
初
の

建
業
に
現
れ
、
次
々
に
災
厄
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
。
杜
伯
と
同
じ
く
蒋
子
文
も
「
白
」
と
い

う
死
者
の
象
徴
を
帯
び
て
い
た
。
厲
鬼
の
姿
形
は
共
通
す
る
が
、
六
朝
時
代
の
厲
鬼
は
都
市
や

郷
村(

六
朝
で
は
里
は
村
と
な
る)

な
ど
の
地
域
社
会
に
災
厄
を
も
た
ら
す
存
在
で
あ
り
、
政
治

や
王
朝
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た(

「
袁
双
」
参
照
）
。

一
方
、
天
界
や
自
然
界
の
鬼
神
は
、
西
周
に
遡
る
『
山
海
経
』
や
『
墨
子
』
明
鬼
篇
で
は
異

形
の
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る(

「
鄭
繆
公
」
の
勾
芒
参
照
）
。
し
か
し
、
六
朝
志
怪
小
説
に
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登
場
す
る
大
半
の
鬼
神
は
人
の
姿
を
し
て
お
り
、
言
語
も
衣
服
も
人
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
っ
た
。

死
者
の
鬼
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
鬼
神
は
人
に
近
し
い
姿
へ
と
変
貌
し
た
の
で
あ
る
。

③
異
界
の
風
景

そ
れ
と
同
時
に
、
鬼
神
の
棲
ま
う
異
界
も
ま
た
変
容
し
た
。
漢
代
ま
で
は
、
異
界
は
地
下
深

く
、
山
川
の
奥
深
く
、
遙
か
天
上
に
あ
っ
て
茫
漠
と
し
て
い
た
。
だ
が
、
志
怪
小
説
の
描
く
異

界
に
は
地
上
の
都
市
に
似
た
光
景
が
広
が
り
、
こ
の
異
界
を
統
轄
す
る
鬼
神
は
こ
れ
も
地
上
の

官
庁
に
似
た
偉
容
を
誇
る
建
物
に
住
ん
で
い
た
。
異
界
の
風
景
は
地
上
さ
な
が
ら
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
異
界
に
は
地
上
と
同
じ
く
官
僚
組
織
が
存
在
し
た
。
一
定
の
地
域
の
異
界
を

統
轄
す
る
神
で
あ
る
長
官
、
そ
の
周
囲
を
取
り
巻
く
役
人
、
家
事
を
と
り
し
き
る
婢
女
な
ど
、

こ
れ
も
ま
た
地
上
の
官
僚
の
暮
ら
し
振
り
の
写
し
絵
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

後
漢
末
の
五
斗
米
道
教
団
は
魏
に
投
降
し
て
華
北
に
移
る
。
西
晋
末
、
五
斗
米
道
の
指
導
者

た
ち
も
ま
た
戦
乱
を
避
け
て
難
民
と
と
も
に
南
下
し
、
長
江
流
域
に
も
五
斗
米
道
が
広
が
っ
た
。

東
晋
末
に
は
五
斗
米
道
信
者
だ
っ
た
寒
門
の
家
を
舞
台
に
、
新
た
な
教
義
が
展
開
さ
れ
る
。
こ

の
新
し
い
道
教
で
は
、
山
中
の
洞
窟
に
「
洞
天
」
と
呼
ぶ
仙
界
を
見
い
だ
し
、
そ
こ
で
は
多
く

の
仙
官(

仙
界
の
官
僚)

が
立
ち
働
い
て
い
る
と
い
う
。
道
教
で
は
天
界
を
頂
点
と
す
る
仙
界
の

官
僚
組
織
が
想
定
さ
れ
、
地
上
で
は
高
位
の
官
僚
に
は
就
任
で
き
な
か
っ
た
寒
門
・
寒
人
も
こ

の
洞
天
で
は
高
位
の
仙
官
に
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
篇
に
登
場
す
る
洞
庭
湖
の
山(

島)

や

天
台
山
系
の
赤
城
山
に
も
こ
の
洞
天
が
あ
る
と
い
う(

「
聖
姑
」
「
白
道
猷
」
参
照)

。
志
怪
小
説

の
異
界
と
東
晋
末
の
寒
門
・
寒
人
の
家
で
誕
生
し
た
新
た
な
道
教
の
仙
界
と
は
同
じ
土
壌
に
根

ざ
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

六
朝
志
怪
小
説
の
舞
台
と
な
っ
た
長
江
流
域
や
そ
の
南
方
の
地
域
で
は
、
人
界
の
周
縁
に
動

物
や
植
物
の
鬼
が
徘
徊
し
、
山
川
の
大
小
の
鬼
神
が
鎮
座
し
、
非
業
の
死
を
遂
げ
た
男
女
の
鬼

が
跳
梁
し
て
い
た
。
さ
ら
に
は
、
不
思
議
な
力
を
も
っ
た
道
士
や
僧
侶
が
通
り
過
ぎ
た
。
そ
こ

で
目
撃
し
た
異
界
や
鬼
神
へ
の
畏
怖
や
尊
崇
、
驚
異
や
憧
れ
と
い
っ
た
心
情
は
、
こ
の
時
代
を

生
き
た
庶
民
や
寒
門
・
寒
人
の
歴
史
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
で
あ
り
、
「
中
世
」
世
界
に
ひ
そ
む
心

象
風
景
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

本
篇
に
紹
介
し
た
一
六
話
は
、
膨
大
な
数
の
志
怪
小
説
の
ほ
ん
の
一
部
に
し
か
過
ぎ
な
い
。

本
篇
が
こ
の
志
怪
小
説
の
根
ざ
し
た
時
空
に
ど
れ
ほ
ど
迫
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
は
心
も
と
な

い
が
、
少
し
で
も
こ
の
時
代
を
生
き
た
人
び
と
の
姿
に
触
れ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

＊
小
南
一
郎
「
干
宝
『
捜
神
記
』
の
編
纂(

上)(

下
）
」
（
『
東
方
学
報

京
都
』
六
九
、
七
〇
、
一
九

九
七
、
九
八
年
）
参
照
。
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二

六
朝
志
怪
小
説
と
『
太
平
広
記
』

道
家
春
代

（
１
）
中
国
古
典
小
説
に
お
け
る
志
怪
小
説

中
国
の
古
典
小
説
は
、
文
語
体
で
書
か
れ
た
文
言
小
説
と
口
語
体
で
書
か
れ
た
白
話
小
説
に

大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
日
本
語
の
「
文
語
」
が
、「
竹
取
物
語
」
や
「
源
氏
物
語
」
が
「
語
り
」

で
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
話
し
言
葉
で
あ
っ
た
の
と
は
違
い
、
中
国
の
文
章
に
は
「
白
話
文
」

と
「
文
言
文
」
と
い
う
は
っ
き
り
し
た
区
別
が
あ
る
。
「
文
言
文
」
は
わ
れ
わ
れ
が
読
ん
で
い

る
所
謂
「
漢
文
」
で
あ
り
、
「
白
話
」
は
現
代
中
国
語
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
漢
文
を
読
む
と

き
は
漢
和
辞
典
、
中
国
語
を
読
む
と
き
は
中
国
語
辞
典
を
用
い
る
と
い
え
ば
、
イ
メ
ー
ジ
が
わ

く
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
い
う
「
小
説
」
は
、
ノ
ベ
ル
や
ロ
マ
ン
の
翻
訳
語
と
し
て
の
「
小
説
」
で
は
な
く
、

ま
た
個
人
に
よ
る
創
作
作
品
を
意
味
し
な
い
。

一
般
的
に
小
説
の
起
源
は
、
神
話
や
民
間
伝
承
、
歴
史
語
り
な
ど
に
求
め
ら
れ
る
。
中
国
の

文
献
で
は
、
諸
子
百
家
の
『
孟
子
』
『
韓
非
子
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
遊
説
家
や
思
想
家
が
語
る

話
や
『
荘
子
』
に
見
ら
れ
る
寓
話
、
ま
た
『
春
秋
左
氏
伝
』
『
戦
国
策
』
な
ど
の
歴
史
書
の
中

の
事
件
語
り
が
そ
れ
に
当
た
る
。

「
小
説
」
と
い
う
言
葉
は
古
く
す
で
に
『
荘
子
』
外
物
篇
に
見
え
る
。
「
小
説
を
飾
り
て
以

て
県
令
に
干
む
る
は
、
そ
の
大
達
に
於
け
る
や
亦
遠
い
か
な
（
つ
ま
ら
な
い
論
説
を
も
っ
た
い

も
と

ら
し
く
飾
り
た
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
県
令
の
職
を
求
め
る
よ
う
な
も
の
は
、
大
き
な
栄
達
に
は

縁
が
遠
い
と
い
う
よ
り
ほ
か
は
な
い
〈
森
三
樹
三
郎
訳
〉
）
。
」
こ
こ
で
の
「
小
説
」
は
「
大
達
」

の
対
に
な
っ
て
お
り
、
小
さ
な
説
、
些
細
で
価
値
の
な
い
言
説
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

漢
代
の
宮
中
図
書
館
の
解
説
付
き
図
書
目
録
『
漢
書
』
芸
文
志
の
「
諸
子
略
」
に
は
、
諸
子

百
家
を
十
家
に
分
け
、
そ
の
十
番
目
に
「
小
説
家
」
を
立
て
て
い
る
。
小
説
は
「
街
や
巷
で
聞

い
た
こ
と
を
路
傍
で
伝
え
説
く
よ
う
な
者
が
造
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
い
、
孔
子
の
こ
と
ば

を
引
い
て
「
小
道
に
も
、
必
ず
観
る
べ
き
道
理
は
あ
る
が
、
小
道
に
拘
泥
し
て
大
事
を
忘
れ
る

こ
と
を
恐
れ
、
君
子
は
そ
う
し
た
小
道
を
学
ば
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
小
説
は
小
道
な
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
漢
代
に
支
配
的
な
思
想
と
な
っ
た
儒
教
の
態
度
が
、
「
君
子
は
小
道
を
行
わ

な
い
」
、
ま
た
『
論
語
』
に
い
う
よ
う
に
「
述
べ
て
作
ら
ず
」
「
怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
」
「
鬼
神

は
敬
し
て
之
を
遠
ざ
く
」
で
あ
っ
た
た
め
に
、
長
ら
く
小
説
は
民
間
の
話
芸
や
伝
承
の
う
ち
に

留
ま
り
、
文
学
史
の
表
に
は
現
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
魏
晋
六
朝
時
代
に
、
お
び
た
だ
し
い
「
志
怪
」
と
い
う
文
言
小
説
が
出
現
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
「
志
怪
」
と
は
「
怪
を
志
す
」
、
す
な
わ
ち
不
思
議
な
出
来
事
を
記
録
す
る
、

し
る

と
い
う
意
味
で
、
上
記
の
よ
う
な
孔
子
の
態
度
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
神
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仙
・
鬼
神
・
応
報
・
妖
怪
・
再
生
・
道
術
・
草
木
動
物
の
怪
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
後
漢
末
の

黄
巾
の
乱
か
ら
始
ま
る
、
長
い
戦
争
と
分
裂
の
混
乱
し
た
社
会
の
中
で
、
士
大
夫
知
識
人
た
ち

が
儒
教
の
説
く
「
現
実
主
義
」
に
懐
疑
的
に
な
っ
た
現
れ
で
も
あ
り
、
仏
教
・
道
教
と
い
っ
た

宗
教
の
強
い
影
響
も
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
話
は
創
作
と
し
て
で
は
な
く
、「
本
当
に
あ
っ
た
不
思
議
な
事
実
を
書
き
留
め
る
」

と
い
う
態
度
で
書
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
代
表
的
な
志
怪
小
説
集
『
捜
神
記
』
の
著
者
干

宝
は
歴
史
家
で
あ
り
、
公
的
な
歴
史
書
に
は
書
け
な
い
が
、
捨
て
る
こ
と
は
出
来
な
い
怪
事
を

こ
こ
に
書
き
留
め
て
い
る
。

志
怪
小
説
の
特
徴
は
、
簡
潔
に
「
事
実
」
だ
け
を
書
き
留
め
る
た
め
非
常
に
短
い
こ
と
で
あ

る
。
作
品
を
面
白
く
す
る
た
め
の
構
成
や
虚
構
、
登
場
人
物
の
心
情
に
言
及
し
た
り
、
書
か
れ

た
事
件
に
対
し
て
意
味
を
問
う
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
そ
の
為
、
読
ん
だ
と
き
に
あ
っ
け
な
さ

を
感
じ
た
り
、
い
っ
た
い
な
ん
だ
っ
た
の
か
と
感
想
を
も
つ
こ
と
も
度
々
あ
る
が
、
そ
こ
に
独

特
の
余
韻
を
感
じ
、
奥
に
有
る
も
の
は
何
か
、
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
が
志
怪
小
説
の
魅

力
で
あ
ろ
う
。

こ
の
時
代
に
は
ま
た
、
『
世
説
新
語
』
の
よ
う
な
貴
族
社
会
に
生
き
る
人
物
た
ち
の
逸
話
を

集
め
た
書
物
も
著
さ
れ
、
こ
れ
を
「
志
人
小
説
」
と
呼
ん
で
い
る
。

唐
代
に
入
る
と
「
伝
奇
小
説
」
が
現
れ
る
。
「
伝
奇
」
は
「
奇
を
伝
え
る
」
と
い
う
意
で
、

内
容
は
志
怪
小
説
の
流
れ
を
汲
み
な
が
ら
、
奇
特
な
人
物
の
伝
記
な
ど
も
加
わ
っ
て
い
る
。
書

き
方
は
意
匠
に
富
ん
で
お
り
、
物
語
の
構
成
に
意
を
用
い
て
明
ら
か
な
虚
構
が
差
し
挟
ま
れ
た

り
、
登
場
人
物
の
心
情
へ
の
想
像
も
書
き
込
ま
れ
、
そ
の
た
め
志
怪
に
比
べ
て
数
倍
、
数
十
倍

の
長
編
と
な
っ
て
い
る
。
伝
奇
小
説
が
流
行
し
た
背
景
に
は
、
古
文
復
興
運
動
や
科
挙
の
事
前

運
動
、
転
任
の
た
め
の
旅
行
中
に
旅
籠
で
出
会
っ
た
官
僚
た
ち
の
交
流
な
ど
が
あ
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
る
。

文
言
小
説
は
志
怪
・
伝
奇
と
も
に
宋
・
元
・
明
に
も
書
き
継
が
れ
、
清
に
至
っ
て
傑
作
志
怪

伝
奇
集
『
聊
斎
志
異
』
も
誕
生
し
て
い
る
。

白
話
小
説
は
文
言
小
説
よ
り
は
る
か
後
に
生
ま
れ
た
。
よ
く
知
ら
れ
る
『
三
国
志
通
俗
演
義
』

『
水
滸
伝
』
『
西
遊
記
』
な
ど
は
明
代
に
成
立
し
た
長
編
白
話
小
説
で
あ
る
。
白
話
小
説
の
源

は
唐
代
の
寺
院
な
ど
で
参
詣
者
向
け
に
語
ら
れ
た
俗
講
の
台
本
「
変
文
」
に
ま
で
遡
り
、
そ
の

後
宋
代
に
民
間
の
講
談
な
ど
の
話
芸
の
台
本
が
絵
入
り
で
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
れ

が
明
代
に
長
編
小
説
に
ま
で
発
達
す
る
。
白
話
小
説
に
は
短
編
も
あ
り
、
『
古
今
小
説
』
な
ど

短
編
小
説
集
も
刊
行
さ
れ
た
。
白
話
小
説
は
文
言
小
説
か
ら
も
数
多
く
の
題
材
を
と
り
こ
ん
で

い
る
。
白
話
小
説
が
生
ま
れ
た
背
景
に
は
、
商
業
の
発
展
に
伴
う
庶
民
の
経
済
力
の
増
大
と
文

化
の
大
衆
化
が
認
め
ら
れ
る
。

今
回
私
た
ち
が
読
む
の
は
文
言
小
説
の
な
か
の
「
六
朝
志
怪
小
説
」
で
あ
る
。



－ ⅷ －

(
２)

『
太
平
広
記
』
「
神
」
の
部

『
太
平
広
記
』
は
、
北
宋
の
建
国
紀
念
事
業
と
し
て
、
太
宗
の
命
に
よ
り
、
『
太
平
御
覽
』

と
と
も
に
、
九
八
〇
年
代
に
編
纂
さ
れ
、
太
平
興
国
年
間
に
成
立
し
た
た
め
「
太
平
」
の
名
が

冠
さ
れ
た
。
全
五
〇
〇
巻
、
目
録
一
〇
巻
か
ら
成
っ
て
お
り
、
当
初
は
写
本
で
伝
わ
り
、
明
代

に
至
っ
て
木
版
本
が
出
版
さ
れ
た
。

『
太
平
広
記
』
に
は
、
漢
代
か
ら
五
代
ま
で
に
書
き
記
さ
れ
た
四
七
五
種
も
の
書
物
か
ら
膨

大
な
数
の
話
が
抽
出
さ
れ
、
九
二
の
項
目
（
神
仙
、
報
応
、
定
数
、
婦
人
、
夢
、
神
、
鬼
、
妖

怪
、
再
生
、
草
木
、
竜
、
虎
な
ど
）
に
分
類
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
各
項
目
に
収
録
さ
れ
た

話
は
、
原
則
と
し
て
話
の
時
代
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
話
の
大
半
は
、
「
志
怪
」

も
し
く
は
「
伝
奇
」
と
称
さ
れ
る
所
謂
文
言
小
説
で
、
出
典
と
な
っ
た
書
物
の
多
く
は
現
在
す

で
に
散
佚
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
『
太
平
広
記
』
は
中
国
文
言
小
説
研
究
に
と
っ
て
欠
か
せ
な

い
重
要
な
価
値
を
有
し
て
い
る
。

「
神
」
の
部
は
、
巻
二
九
一
か
ら
巻
三
一
五
ま
で
全
部
で
二
十
五
巻
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
中
か
ら
、
古
代
か
ら
六
朝
ま
で
の
話
（
巻
二
九
一
・
神
一
～
巻
二
九
四
・
神
四
）
を
、
数

話
ず
つ
以
下
の
よ
う
に
テ
ー
マ
別
に
取
り
上
げ
た
。

第
一
部

天
の
神

第
二
部

死
後
に
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
人
物

（

）
悲
劇
の
死
を
遂
げ
た
男
性

１
（
２
）
神
に
な
っ
た
女
性

第
三
部

自
然
神

（
１
）
水
の
神

（
２
）
山
の
神

こ
の
研
究
会
の
目
的
は
、
六
朝
志
怪
小
説
を
通
し
て
、
作
品
が
生
み
出
さ
れ
た
社
会
と
そ
こ

に
生
き
た
人
び
と
の
生
活
、
祈
り
と
神
へ
の
畏
敬
を
探
る
こ
と
に
あ
る
。
従
っ
て
単
な
る
作
品

の
訳
注
に
と
ど
ま
ら
な
い
よ
う
、
各
話
の
訓
点
を
施
し
た
原
文
、
読
解
に
必
要
な
注
、
書
き
下

し
文
と
現
代
語
訳
を
作
成
し
た
上
で
、
そ
の
後
に
作
品
世
界
に
関
連
す
る
解
説
と
コ
メ
ン
ト
を

加
え
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
読
者
が
六
朝
時
代
を
生
き
る
人
び
と
の
生
活
と
息
づ
か
い
を
す
こ
し

で
も
感
じ
て
も
ら
え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。



- ⅸ -

【
関
連
年
表
】

黒
字
は
主
な
政
治
史
的
事
項
、
赤
字
は
文
化
的
事
項
と
本
発
表
に
関
わ
る
事
項

B.C.

770

B.C.

1100

新
前

漢
秦

戦

国

春

秋

23

A.D.

8

B.C.

201

B.C.

221

B.C.

403

 B.C.

  256

殷
西

周

東

周

周
の
武
王
、
太
公
望
呂
尚
と
共
に
殷
を
滅
ぼ
す

武
王
死
し
、
成
王
即
位
、
周
公
旦
、
摂
政
と
な
る

平
王
、
犬
戎
を
避
け
、
洛
陽
に
遷
都
（
以
後
東
周
と
呼
ぶ
）

斉
の
桓
公
、
覇
者
と
な
る
（
前
六
七
九
）

晉
の
文
公
、
覇
者
と
な
る
（
前
六
三
二
）

鄭
の
繆
公
の
在
位
（
前
六
二
七
～
六
〇
六
）

孔
子
、
誕
生
（
前
五
五
一
、
四
七
九
没
）

呉
の
伍
子
胥
自
殺
（
前
四
八
八
年
頃
）

晋
、
韓
・
魏
・
趙
の
三
国
に
分
裂
、
以
後
戦
国
時
代
と
呼
ぶ

『
墨
子
』
こ
の
頃
成
立

楚
の
屈
原
の
死
（
前
二
七
七
年
頃
）

秦
、
周
を
滅
ぼ
す

秦
の
始
皇
帝
、
天
下
統
一

劉
邦
、
秦
を
滅
ぼ
す
（
前
二
〇
六
）

劉
邦
、
項
羽
を
滅
ぼ
し
帝
位
に
就
く

司
馬
遷
の
『
史
記
』、
完
成
（
前
九
七
年
頃
）

王
莽
の
簒
奪

劉
秀
、
王
莽
を
滅
ぼ
す

劉
秀
、
洛
陽
に
遷
都



- ⅹ -

420

後

漢

西

晋
東

晋

220

北

魏

北

斉

北

周

五

胡

十

六

国

南

北

朝

三

国

589 439 316 280

隋

宋
南

斉
梁陳 魏蜀呉

匈
奴
、
南
北
に
分
裂
（
四
八
）

党
錮
事
件
（
一
六
六
）
欒
巴
は
こ
の
頃
の
人

黄
巾
の
乱
（
一
八
四
）

曹
操
、
王
朝
の
実
権
を
掌
握

曹
丕
、
後
漢
を
廃
し
帝
位
に
就
く

蜀
の
劉
備
、
帝
位
に
就
く
（
二
二
一
）

呉
の
孫
権
、
帝
位
に
就
く
（
二
二
九
）

五
丈
原
の
戦
い
・
諸
葛
亮
の
死
（
二
三
四
）

西
晋
の
武
帝
、
天
下
統
一

八
王
の
乱
（
三
〇
〇
）

五
胡
十
六
国
の
乱
始
ま
る
（
三
〇
四
）

西
晋
滅
び
、
東
晋
の
元
帝
即
位

葛
洪
の
『
神
仙
伝
』
こ
の
頃
成
立

『
山
海
経
』
郭
璞
注
、
こ
の
頃
成
立

温
嶠
の
死
（
三
二
九
年
）

『
捜
神
記
』
の
編
者
干
宝
の
死
（
三
三
六
年
頃
）

桓
温
、
寿
陽
の
袁
氏
一
族
を
滅
ぼ
す
（
三
七
一
）

王
羲
之
死
亡
（
三
七
九
）

淝
水
の
戦
い
（
三
八
三
）

劉
裕
、
東
晋
を
滅
ぼ
し
帝
位
に
就
く

陶
淵
明
の
死
（
四
二
七
年
頃
）

北
魏
の
太
武
帝
、
華
北
統
一
、
こ
の
頃
『
異
苑
』
成
立

南
斉
の
高
帝
、
宋
を
滅
び
し
帝
位
に
就
く
（
四
七
九
）

梁
の
武
帝
、
南
斉
を
滅
ぼ
し
帝
位
に
就
く
（
五
〇
二
）

『
文
選
』『
荊
楚
歳
時
記
』、
こ
の
頃
成
立

陳
の
武
帝
、
梁
を
滅
ぼ
し
帝
位
に
就
く
（
五
五
七
）

西
魏
滅
び
、
北
周
建
国
（
五
六
一
）

隋
の
文
帝
、
北
周
を
滅
ぼ
し
、
帝
位
に
就
く
（
五
八
一
）

隋
、
天
下
統
一
（
五
八
九
）



－ ⅺ －

【
関
連
地
図
】

主
に
本
篇
に
関
わ
る
地
名
を
記
載
、
地
名
は
各
話
の
時
代
の
も
の

(

(

＊
『
太
平
広
記
』
の
版
本
は
、
汪
紹
楹
点
校
『
太
平
広
記
』（
中
華
書
局
、
一
九
六
一
年
、
以
下
「
中

華
書
局
本
」
と
略
記
）
、
張
国
風
会
校
『
太
平
広
記
会
校
』
（
北
京
燕
山
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
、

以
下
「
会
校
本
」
と
略
記
）
を
用
い
、
適
宜
に
校
合
し
た
。

＊
『
中
国
学
研
究
論
集
』
二
四
～
二
七
号

二
〇
一
〇
～
二
〇
一
一
年
、
広
島
大
学
広
島
中
国
学
会
）

に
連
載
さ
れ
た
太
平
広
記
研
究
会
に
よ
る
「
太
平
広
記
訳
注
⒂
～
⒅

神
⑴
～
⑷
」

以
下
、
『
訳

注
』
と
略
記
）
を
参
照
し
た
。

＊
各
話
の
標
題
の
下
に
付
し
た
巻
数
は
、
『
太
平
広
記
』
の
巻
数
を
指
す
。

＊
表
紙
：
天
台
山
系
赤
城
山
（
個
人
撮
影
）
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が
あ
っ
た
。

春
と
夏
に
水
辺
で
行
う
祭
祀
で
は
、
河
川
や
湖
沼
の
水
神
が
対
象
と
な
り
、
川
に
沈
め
ら
れ

る
粽
は
水
神
へ
の
神
饌
で
あ
っ
た
。
こ
の
話
で
屈
原
は
「
わ
た
し
を
祭
っ
て
く
れ
て
︙
、
毎
年

贈
っ
て
く
れ
る
物
は
︙
」
と
語
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
屈
原
が
粽
を
神
饌
と
し
て
受
け
る
水
神

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
三
月
上
巳
と
五
月
端
午
の
節
句
の
日
に
、
川
に
沈
ん
だ
昭
王
、

屈
原
を
水
神
と
み
な
し
て
祭
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
人
々
が
そ
の
死
を
哀
れ
ん
だ
か
ら
で
あ

ろ
う
。

三
月
三
日
と
五
月
五
日
の
節
句
と
い
う
季
節
の
変
わ
り
目
に
行
わ
れ
た
祭
祀
行
事
は
、
も
と

も
と
河
川
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
健
康
祈
願
・
魔
除
け
の
習
俗
で
あ
っ
た
が
、
河
川
で
不
幸

な
死
を
遂
げ
た
人
物
が
混
ざ
り
込
ん
で
祭
祀
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

※
周
の
昭
王
︙
『
史
記
』
周
本
紀
に
引
く
『
帝
王
世
紀
』
よ
る
と
、
周
王
の
四
代
目
の
昭
王
は

徳
が
衰
え
て
お
り
、
王
を
憎
ん
で
い
た
船
頭
は

膠

の
船
に
王
を
載
せ
た
結
果
、
膠
が
溶
け

に
か
わ

て
船
は
沈
ん
だ
と
い
う
。
悲
劇
的
な
死
を
遂
げ
た
人
物
で
あ
る
。

※
三
月
上
巳
︙
三
国
の
魏
の
時
か
ら
、
上
巳
を
三
月
三
日
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
『
宋
書
』

巻
十
五
礼
志
に
「
魏
よ
り
以
後
、
但
だ
三
日
を
用
い
、
巳
を
以
て
せ
ず
」
と
あ
る
。

な
お
、
コ
メ
ン
ト
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
、
次
の
書
を
参
考
に
し
た
。

・
『
楚
辞
』
（
小
南
一
郎
訳
注

岩
波
文
庫

二
〇
二
一
年
）

・
『
荊
楚
歳
時
記
』
（
守
屋
美
都
雄

訳
注

布
目
潮
渢
他

補
訂

平
凡
社
東
洋
文
庫

一
九

七
八
年
）

・
『
中
国
の
年
中
行
事
』
（
中
村
喬
著

平
凡
社

一
九
八
八
年
）

・
『
中
国
古
代
の
年
中
行
事
』
第
二
冊
夏
（
中
村
裕
一
著

汲
古
書
院

二
〇
〇
九
年
）

・
池
田
温
「
中
国
古
代
に
お
け
る
重
数
節
日
の
成
立
」
（
『
中
国
古
代
史
研
究
』
第
六
所
収

一
九
八
九
年
）

（
藤
堂
光
順
）
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